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第５ 特定労働者派遣事業の届出等

１ 届出手続

(1) 特定労働者派遣事業の届出

イ 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して届出書を提出しなければならな

い（法第16条第１項、則第19条）。

ロ イの届出書の提出は、(4)に掲げる届出関係書類を事業主管轄労働局に提出することにより行う

（法第16条、則第11条第１項から第３項まで）。

なお、届出は「事業主」ごとに行うものであるが、事業主の届出に際しては特定労働者派遣事業

を行おうとする事業所について届出書に記載するとともに、事業所ごとに事業計画書等の書類を提

出することが必要である（法第16条第２項から第４項まで）。

ハ 届出書の提出を受けた事業主管轄労働局においては、速やかに(5)の欠格事由について、(3)に掲

げる届出関係書類等により確認し、その結果を本省に報告する（５の(2)参照）。

ニ なお、事業主としては、一般労働者派遣事業を行う事業所と特定労働者派遣事業を行う事業所の

双方を持ちうるが、同一の事業所において一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の双方を行い

うるものではない（第１の３の(4)参照）。

ホ 届出に際し、特定製造業務を行う場合には、その旨を記載した届出書を提出しなければならな

い。（第４の１の(1)参照）。

(2) 「事業所」の意義

一般労働者派遣事業の場合と同様である（第４の１の(2)参照）。

(3) 届出関係書類

特定労働者派遣事業の届出関係書類は法人及び個人の区分に応じ次のイ及びロのとおりとする（法

第16条、則第11条第１項から第３項まで。また、第４の１の(3)参照。なお、特定労働者派遣事業関

係手続に要する書類の総括については６参照）。

イ 法人の場合

(ｲ) 特定労働者派遣事業届出書（様式第９号）

(ﾛ) 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書（様式第３号）

(ﾊ) 定款又は寄附行為

(ﾆ) 登記事項証明書

(ﾎ) 役員の住民票の写し及び履歴書（役員が未成年者であって、特定労働者派遣事業に関し法定代

理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書（許可を

受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記事項

証明書）））

(ﾍ) 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程（「派遣元事業主が講ずべき措
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置に関する指針」第２の10の(2)のハの(ｲ)から(ﾆ)までの内容が含まれていることが必要（第８

の18参照）。）

(ﾄ) 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明

書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し）

(ﾁ) 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書（派遣元責任

者と役員が同一である場合においては、提出を要しない。また、届出者が一般労働者派遣事業を

行っている場合において、当該届出者が一般労働者派遣事業を行っている他の事業所の派遣元責

任者を移動させ、届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書（選

任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書）を添付することを要

しない。）

ロ 個人の場合

(ｲ) 特定労働者派遣事業届出書（様式第９号）

(ﾛ) 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの特定労働者派遣事業計画書（様式第３号）

(ﾊ) 住民票の写し及び履歴書（届出者が未成年者であって、特定労働者派遣事業に関し法定代理人

から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書（許可を受け

ているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記事項証明

書）））

(ﾆ) 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程（「派遣元事業主が講ずべき措

置に関する指針」第２の10の(2)のハの(ｲ)から(ﾆ)までの内容が含まれていることが必要（第８

の18参照）。）

(ﾎ) 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明

書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し）

(ﾍ) 特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書（派遣元責任

者と届出者が同一である場合においては、提出を要しない。また、届出者が一般労働者派遣事業

を行っている場合において、当該届出者が一般労働者派遣事業を行っている他の事業所の派遣元

責任者を移動させ、届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書

（選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書）を添付すること

を要しない。）

ハ 一般派遣元事業主又は法第５条第１項による一般労働者派遣事業の許可の申請をしている者が、

特定労働者派遣事業の届出をするに際しては、イの(ﾊ)及び(ﾆ)、(ﾎ)のうち役員の住民票の写し及

び履歴書（法人の場合）又はロの(ﾊ)のうち住民票の写し及び履歴書（個人の場合）を添付するこ

とを要しない（則第11条第４項）。

ニ イ及びロに掲げる書類のうち、イの(ｲ)及び(ﾛ)並びにロの(ｲ)及び(ﾛ)に掲げる書類は、正本一通

及びその写し二通を提出することを要するが、それ以外の書類については、正本一通及びその写し

一通で足りる（則第20条）（第３の２の(2)参照）。
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(4) 法人の「役員」の意義等

一般労働者派遣事業の場合と同様である（第４の１の(4)参照）。

(5) 事業開始の欠格事由

イ 概要

事業開始の欠格事由に該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特定労働

者派遣事業を行ってはならない（法第17条）。

ロ 意義

(ｲ) 特定労働者派遣事業は届出書を厚生労働大臣に提出すれば行えるものである。

(ﾛ) しかしながら、一般労働者派遣事業と同様欠格事由に該当する場合は法を遵守し、派遣労働者

の保護と雇用の安定及び労働力需給調整システムとしての当該事業の適正な運営が期待し得ず、

欠格事由に該当する者の特定労働者派遣事業が行えないものとしたものである。

(ﾊ) 「新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特定労働者派遣事業を行ってはならない」

とは、届出書を提出して特定労働者派遣事業を開始することを禁止するものであり、従来から一

定の事業所で何らかの事業を行っていた者が欠格事由に該当するにもかかわらず事業所を新設せ

ず、当該一定の事業所で特定労働者派遣事業を開始することを許容するものではないので留意す

ること。

(ﾆ) また、特定労働者派遣事業の届出書が提出されても、当該届出者が事業開始の欠格事由に該当

し、かつ、当該届出の誓約に係る記載が法第61条第１号の虚偽の記載に該当することが、既に明

らかになっている場合、当該届出は必要な内容を備えていないものであるため受理できないもの

である。

ハ 事業開始の欠格事由

事業開始の欠格事由は、一般労働者派遣事業の許可の欠格事由と同様である（第４の１の(5)の

「許可の欠格事由」参照）。

ニ 特定労働者派遣事業の届出を行った者が、事業開始の欠格事由に該当するときは、当該労働者派

遣事業の廃止を命ずることとなる（法第21条第１項。第13の２の(3)のイ参照）。

(6) 届出の受理

イ 届出書を受理したときは、特定労働者派遣事業届出書（様式第９号）の写しに(7)により付与さ

れた届出受理番号及び届出受理年月日を記載するとともに、当該写しに次の記載例により特定労働

者派遣事業届出書が受理された旨を記載し、当該写し及び特定労働者派遣事業計画書（様式第３

号）の写しそれぞれ一通を届出者に対して控として交付する（第３の２の(2)参照）。

〔記 載 例〕

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

第16条の規定による、 年 月 日付けの特定労働者派遣事業に係る届出書については
(第19条)
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上記、届出受理番号、届出受理年月日により受理した。

ロ (5)ロ(ﾆ)に該当していることにより、届出者に係る届出書を受理できない場合は次の様式によ

り、特定労働者派遣事業の届出が受理できない旨の書面を作成し、当該届出者に対して交付する。

（日本工業規格Ａ列４）

年 月 日

殿

厚 生 労 働 大 臣 印

年 月 日付けの特定労働者派遣事業に係る届出者については、事業開始の欠

格事由（法第６条第 号）に該当し、かつ、当該届出書の内容が法第61条第１号の虚偽

の記載に該当することが、明らかであるため受理できない。

このため、特定労働者派遣事業を行うためには、当該欠格事由が解消された後、改め

て、法第16条に基づく届出を行うことが必要である。

(7) 届出受理番号の付与

イ 届出受理事業主については、次の特定労働者派遣事業届出受理番号設定要領に従い、当該事業主

固有の届出受理番号を付与すること。この場合、当該届出受理番号はその後、事業主の住所の変更

等により事業主管轄労働局が変更される場合を除き、変更されることのないこと。

ロ 特定労働者派遣事業の届出を受理した旨を記載した通知書（(6)のイ参照）には、当該届出受理

番号を必ず記載すること。
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特定労働者派遣事業届出受理番号設定要領

１ 特定労働者派遣事業である旨の表示

「特」の文字をもって表す。

２ 都道府県番号

労働保険機械事務手引の「都道府県コード表」に定める２桁の数字で表す。例えば、鹿児島

は「46」と表す。

３ 事業主の一連番号

管轄労働局ごとに６桁の数字をもって表すものとし、原則として届出時期の早い事業主から

番する。「300001」から起番する。平成16年3月1日以降、37番目の届出事業主は「300037」と

す。

（具体例）

特 46 － 300037

事業主の一連番号 37

都道府県番号 46

特定労働者派遣事業である旨の表示

注）平成16年２月末日以前の届出事業所に係る事業主については「01000～200000」番台の届出

受理番号を改正法施行後も使用する。

（従来） 特 46-05-0060

↓

（今後） 特 46-050060
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(8) 事業所台帳の整備

特定労働者派遣事業の届出を受理したときは、特定労働者派遣事業所台帳又は特定派遣元事業主台

帳（以下、第５において「事業所台帳等」という。）の作成、記載を行う（第３の４参照）。

(9) 違反の場合の効果

イ (1)のイに違反して、届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行った者は、法第60条第１号

に該当し、６か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合がある（第13の１参照）。

なお、適用除外業務については、そもそも労働者派遣事業の許可、届出ということが想定されな

いものであり、適用除外業務について、無許可で、又は届出をせず労働者派遣事業を行った者は、

適用除外業務について労働者派遣事業を行った者として、法第59条第１号に該当し、処罰の対象と

なるものである（第２の２の(7)、第13の１参照）。

ロ (1)のイ又はロの届出書又は届出関係書類に虚偽の記載をして提出した者は、法第61条第１号に

該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある（第13の１参照）。

ハ また、上記イ又はロの場合、法に違反するものとして、事業停止命令（法第21条第２項）、改善

命令（法第49条第１項）の対象となり、イ又はロの司法処分を受けた場合は事業廃止命令（法第21

条第１項）の対象となる（第13の２参照）。

(10) 書類の備付け等

イ 概要

特定派遣元事業主は、当該届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類を、特定労働者派遣

事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければなら

ない（法第18条）。

ロ 意義

(ｲ) 当該書類の備付け及び提示は、一般労働者派遣事業の許可証と同様（第４の４の(1)のハ参

照）に、特定労働者派遣事業を行う者が適法に事業活動を行っていることを関係者に知らせるた

めの措置である。

(ﾛ) 「関係者」とは、一般労働者派遣事業における関係者と同様である（第４の４の(1)のロ参

照）。

ハ 届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類

(ｲ) 「届出書を提出した旨」は、届出書を提出した場合に交付される届出受理番号を記載させるこ

とにより確実に示すこととする。

(ﾛ) 「その他の事項」は次に掲げるものとする（則第12条）。

① 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

② 事業所の名称及び所在地

(ｱ) 当該書類については新たに所定の事項を記載、作成したものであることを要件としているわけ

ではなく、所定の事項が記載されていればいかなる様式によっても、また複数の書類によっても
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その要件を満たすものであれば足りるものである。このため、当該書類の備付け及び提示につい

て、特定労働者派遣事業届出書の写し（１の(6)参照）及び 法第19条の規定による変更の届出を

行った場合には、当該届出により交付される書類（２の(3)参照）の複写によって行っても差し

支えない。

(ﾆ) 書面によらず電磁的記録により当該書類の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイ

ルに記録する方法又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製す

る方法により作成を行わなければならない。

また、書面によらず電磁的記録により当該書類の備付けを行う場合は、次のいずれかの方法

によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに

明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成でき

るようにしなければならない。

ａ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって

調製するファイルにより保存する方法

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読

み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもっ

て調製するファイルにより保存する方法

さらに、電磁的記録により当該書類の備付けをしている場合において、当該書類の提示を行う

ときは、当該事業所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該電磁的記録に記録され

た事項を出力した書類により行わなければならない。

ニ 違反の場合の効果

イに違反して当該書類を事業所に備え付けず、又は関係者からの請求があったときにこれを提示

しなかった場合、特定派遣元事業主は事業停止命令（法第21条第２項）、改善命令（法第49条第１

項）の対象となる（第13の２参照）。

(11) 労働者派遣事業制度に係る周知

事業主管轄労働局においては、(6)イにより届出を受理した後、当該事業主に対して第４の１(12)

イ～ハの内容により適正な労働者派遣事業の運営に係る講習を実施するものとする。

なお、当該講習については、労働基準行政、雇用均等行政、職業安定行政内の公正採用選考担当部

門等との必要な連携を図りつつ実施すること。

２ 変更の届出手続

(1) 特定労働者派遣事業の変更の届出

イ 特定派遣元事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣

に対して、変更の届出をしなければならない。ただし、事業所における次の⑥から⑫までに掲げる
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事項の変更のみを届け出るときは、当該変更後の事業所管轄労働局へ届出を行うことも差し支えな

い（法第19条、則第19条）。

① 氏名又は名称

② 住所

③ 代表者の氏名

④ 役員（代表者を除く。）の氏名

⑤ 役員の住所

⑥ 特定労働者派遣事業を行う事業所の名称

⑦ 特定労働者派遣事業を行う事業所の所在地

⑧ 特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名

⑨ 特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所

⑩ 特定労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務（第４の１の(1)のホ参照）への労働

者派遣の開始・終了

⑪ 特定労働者派遣事業を行う事業所の新設（事業所における特定労働者派遣事業の開始）

⑫ 特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止（事業所における特定労働者派遣事業の終了）

ロ イの①から⑫まで（（⑧及び⑨を除く。）の変更の届出は、当該変更に係る事項のあった日の翌

日から起算して10日以内に、イの⑧及び⑨の変更の届出は、当該変更に係る事項のあった日の翌日

から起算して30日以内に、(2)に掲げるイからヲまでの区分に応じた変更届出関係書類を事業主管

轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行う（則第14条第１項）。なお、イの②及び

⑦の変更（同一労働局の管轄区域内の変更を除く。）の場合は、事業主管轄労働局又は事業所管轄

労働局とは、変更後のものを言うものである。

なお、⑪の届出に関しては、届出に不備のないよう、当該事業所において特定労働者派遣事業を

開始する前に事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局へ、事業計画の概要、派遣元責任者となる予

定の者等についてあらかじめ説明するよう指導するものとすること（当該説明については、事前に

届け出ようとする変更届出関係書類を提出することで足りる）。

ハ イの変更の届出については、イの①から⑫までの事項のうち複数の事項の変更を１枚の届出書に

より行うことができる（この場合(1)に掲げる変更届出関係書類のうち重複するものにつき省略す

ることができる。）。

ニ イの②、⑤、⑦及び⑨までの事項について、単に市町村合併や住居番号の変更により住所又は所

在地に変更が生じた場合には、当該変更に係る変更届出書を提出することを要しない。

(2) 変更届出関係書類

特定労働者派遣事業の変更届出関係書類は、(1)のイの①から⑫までに掲げる変更された事項の区

分に応じ、当該事項に係る次のイからヲまでに掲げる書類とする（則第14条第１項。１の(3)参照。

また、特定労働者派遣事業関係手続に要する書類の総括については６参照）。

イ 氏名又は名称の変更
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(ｲ) 法人の場合（名称の変更）

ａ 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ｂ 定款又は寄附行為

ｃ 登記事項証明書

(ﾛ) 個人の場合（氏名の変更）

ａ 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ｂ 住民票の写し及び履歴書

ロ 住所

(ｲ) 法人の場合

ａ 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ｂ 定款又は寄附行為（ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。）

ｃ 登記事項証明書（ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。）

(ﾛ) 個人の場合

ａ 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ｂ 住民票の写し及び履歴書

ハ 代表者の氏名（法人の場合のみ）

(ｲ) 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

(ﾛ) 登記事項証明書

(ﾊ) 代表者の住民票の写し及び履歴書（氏名のみの変更の場合は不要。また、代表者が未成年者で

あって特定労働者派遣事業に関し法定代理人より営業の許可を受けていないときは、その法定代

理人の住民票の写し及び履歴書（許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたこと

を証する書面（未成年者に係る登記事項証明書))）

ニ 役員（代表者を除く。）の氏名（法人の場合のみ）

(ｲ) 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

(ﾛ) 登記事項証明書

(ﾊ) 役員の住民票の写し及び履歴書（氏名のみの変更の場合は不要。また、役員が未成年者であっ

て特定労働者派遣事業に関し法定代理人より営業の許可を受けていないときは、その法定代理人

の住民票の写し及び履歴書（許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証

する書面（未成年者に係る登記事項証明書))）

ホ 役員の住所（法人の場合のみ）

(ｲ) 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

(ﾛ) 登記事項証明書（代表者を除く役員の変更の場合、不要）

(ﾊ) 役員の住民票の写し

へ 特定労働者派遣事業を行う事業所の名称

(ｲ) 法人の場合
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ａ 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ｂ 定款又は寄附行為（事業所の名称の変更に伴い変更が加えられる場合に限る。）

ｃ 登記事項証明書（事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）

(ﾛ) 個人の場合

・ 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ト 特定労働者派遣事業を行う事業所の所在地

(ｲ) 法人の場合

ａ 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ｂ 定款又は寄附行為（事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）

ｃ 登記事項証明書（事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）

ｄ 事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約

書の写し）

(ﾛ) 個人の場合

ａ 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ｂ 事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約

書の写し）

チ 特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名（法人・個人の場合共通）

(ｲ) 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

(ﾛ) 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書（氏名のみの変更の場合、不要。また当該特定派遣元

事業主が複数の事業所において一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行っている場合に

おいて、他の一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を移動さ

せ、変更の届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書（選任した

派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書）を添付することを要しな

い。）

リ 特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所（法人・個人の場合共通）

(ｲ) 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

(ﾛ) 派遣元責任者の住民票の写し

ヌ 特定労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了（法人・個

人の場合共通）

(ｲ) 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

ル 特定労働者派遣事業を行う事業所の新設（法人・個人の場合共通）

(ｲ) 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）

(ﾛ) 新設する事業所ごとの特定労働者派遣事業計画書（様式第３号）

(ﾊ) 新設する事業所ごとの個人情報適正管理規程（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指

針」第２の10の(2）のハの(ｲ)から(ﾆ)までの内容が含まれていることが必要（第８の18参
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照）。）

(ﾆ) 新設する事業所ごとの事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃

貸借（使用貸借）契約書の写し）

(ﾎ) 新設する事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書（派遣元責任者と役員が同一

である場合においては、提出を要しない。また、特定派遣元事業主が複数の事業所において一

般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行っている場合において、他の一般労働者派遣事

業又は特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を移動させ、当該新設する事業所の派

遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書（選任した派遣元責任者の住所に変更がな

いときは、住民票の写し及び履歴書）を添付することを要しない。）

ヲ 特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止（事業所における特定労働者派遣事業の終了）（法人・

個人の場合共通）

(ｲ) 特定労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）

ワ ただし、届出者が、一般労働者派遣事業を行う事業所を有しており、法第11条第１項の規定によ

る変更の届出（第４の３参照）において、当該変更に係る書類として、以下の書類を添付したとき

は、特定労働者派遣事業に係る当該変更の届出についてはこれらの書類を添付することを要しない

（則第14条第１項）。

(ｲ) 届出者が法人である場合

・ 定款又は寄附行為

・ 登記事項証明書

・ 役員の住民票の写し及び履歴書

(ﾛ) 届出者が個人である場合

・ 住民票の写し及び履歴書

カ イからヲまでに掲げる書類のうち特定労働者派遣事業変更届出書（様式第10号）については、正

本一通及びその写し二通を提出することを要するが、それ以外の書類については、正本一通及びそ

の写し一通を提出することで足りる（則第20条）（第３の２の(2)参照）。

(3) 変更の届出の受理

(1)の特定労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、特定労働者派遣事業変更届出書（様式

第10号）の写し一通を届出者に控として交付する（第３の２の(2)参照）。

(4) 事業所台帳の整備等

イ (1)の特定労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、事業所台帳等につき所要の補正又は

整備を行う（第３の５参照）。

ロ (1)のイの①から③までに掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労働局は、当

該事業主に係る全ての事業所管轄労働局へ、当該変更事項を特定労働者派遣事業変更届出書の複写

を送付する等により連絡するものとする。この場合において、当該連絡を受けた事業所管轄労働局

は、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備するものとする。
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ハ (1)のイの④及び⑤に掲げる事項の変更については、必要に応じ、事業主管轄労働局に問い合わ

せ、変更の事実を把握した場合において、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備すれば足りるも

のとする。

ニ (1)のイの②及び⑦の変更（同一労働局の管轄区域内の変更を除く。）については、当該変更後

の管轄労働局において届出を受理することとなるため、当該変更届出関係書類が提出されたとき

は、当該変更前の管轄労働局に連絡し、管理されていた当該事業主又は事業所に関係するすべての

書類を引き継ぐものとする。

ホ (1)のイの⑥から⑫に掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労働局は当該変更

に係る事業所管轄労働局へ、当該変更事項を特定労働者派遣事業変更届出書の複写を送付する等に

より連絡するものとする（事業所属性に係る書類（５の(2)のロ参照）が添付されている場合にお

いては、あわせて当該事業所管轄労働局に送付する）。この場合において、当該連絡を受けた事業

所管轄労働局は、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備するものとする。

なお、(1)のイの⑥から⑫に係る変更の届出については、当該変更に係る事業所管轄労働局に提

出される場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、関係事業所の事業所台帳を補正又は

整備するとともに、届出書の複写を１部作成して関係書類と併せて保管するほか、届出書の写し１

通及び事業主属性に係る書類（５の(2)のイ参照）に連絡文を添えて、事業主管轄労働局へ送付す

る。

(5) 違反の場合の効果

イ 特定労働者派遣事業の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、法第61条第２号に該当

し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある（第13の１参照）。

ロ また、法に違反するものとして、事業停止命令（法第21条第２項）、改善命令（法第49条第１

項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、事業廃止命令（法第21条第１項）の対象となる

（第13の２参照）。

３ 事業廃止届出手続

(1) 特定労働者派遣事業の廃止の届出

イ 特定派遣元事業主は、特定労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の翌日から起算して

10日以内に、事業主管轄労働局を経て、特定労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号）を厚生労働

大臣に提出しなければならない（法第20条、則第15条、則第19条）（第４の５の(1)参照）。

ロ 特定労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号）は、正本一通及びその写し二通を提出しなければ

ならない（則第20条）。

ハ 「廃止」の概念については、第４の５の(1)のハ参照。

(2) 事業廃止の届出の受理

特定労働者派遣事業の廃止の届出を受理したときは、特定労働者派遣事業廃止届出書（様式第８
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号）の写し一通を届出者に控として交付する（第３の２の(2)参照）。

(3) 届出の効力

(1)の届出により、特定労働者派遣事業は行えなくなるので、当該廃止の届出の後、再び特定労働

者派遣事業を行おうとするときは、新たに特定労働者派遣事業の届出書を提出し直す必要がある。

(4) 事業所台帳の整備等

一般労働者派遣事業所台帳又は一般派遣元事業主台帳と同様である（第４の５の(4)参照）。

(5) 違反の場合の効果

イ 特定労働者派遣事業の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は法第61条第２号に該当し、

30万円以下の罰金に処せられる場合がある（第13の１参照）。

ロ また、法に違反するものとして、事業停止命令（法第21条第２項）、改善命令（法第49条第１

項）の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、事業廃止命令（法第21条第１項）の対象となる

（第13の２参照）。

４ 名義貸しの禁止

(1) 名義貸し禁止の意義

特定労働者派遣事業につき、名義貸しが行われることとなれば欠格事由に該当する者が特定労働

者派遣事業を行う等、本法における届出制度自体の維持が困難となるため、自分の名義を他人に貸

して、当該他人に特定労働者派遣事業を行わせることが禁止される（法第22条）。

(2) 違反の場合の効果

イ 特定労働者派遣事業につき名義貸しを行った者は、法第60条第２号に該当し、６か月以下の懲

役又は30万円以下の罰金に処せられる場合がある（第13の１参照）。

ロ また、法に違反するものとして、事業停止命令（法第21条第２項）、改善命令（法第49条第１

項）の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、事業廃止命令（法第21条第１項）の対象とな

る（第13の１参照）。

５ その他

(1) 個人事業主が死亡した場合の取扱い、法人の合併等に際しての取扱いについては、第４の７に

準じて行うものとする。

(2) 事業主管轄労働局の行う事務と事業所管轄労働局の行う事務

イ 事業主管轄労働局の行う事務

(ｲ) 事業主管轄労働局は、当該事業主の届出を受け付け、事業主属性に係る届出関係の事務を行う

とともに、当該事業主の届出書の提出及び変更の届出手続の際添付される書類のうち、事業主属

性に係る次のものを管理する（１の(3)参照）。ただし、事業所における２の(1)のイの⑥から⑫

までに掲げる事項の変更のみを届け出るときは、当該変更に係る事業所管轄労働局へ届出を行っ
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ても差し支えない（法第19条、則第19条）。

ａ 当該事業主が法人である場合

① 届出書の写し

② 定款又は寄附行為

③ 登記事項証明書

④ 役員の住民票の写し及び履歴書（役員が未成年者であって特定労働者派遣事業に関し法定

代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書

（許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に

係る登記事項証明書）））

ｂ 当該事業主が個人である場合

① 届出書の写し

② 住民票の写し及び履歴書（未成年者であって特定労働者派遣事業に関し法定代理人から営

業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書（許可を受けて

いるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記事項証

明書）））

ｃ ａ又はｂに付随する書類

(ﾛ) 事業所の変更の届出の手続に際し、当該事業所に係る事業所管轄労働局に対し、ａの②又は③

の書類が提出される場合がある（２の(2)のハ及び２の(4)のヌ参照）が、この場合においては、

当該提出を受けた労働局は、その提出の都度当該書類に連絡文を添えて事業主管轄労働局に送付

する。

(ﾊ) なお、事業主の住所が変更になった場合については、事業主管轄労働局において管理していた

(ｲ)のａ、ｂ及びｃの書類に連絡文を添えて新たな事業主の所在地を管轄する労働局に引き継

ぐ。

(ﾆ) 事業主管轄労働局は、事業主属性に係る届出関係の事務を一元的に行うものであるが、当該事

業主が特定労働者派遣事業を行おうとする各事業所それぞれの属性に係る事項については各事業

所管轄労働局が確認等を実施するものであり、事業主管轄労働局はこれら事業所管轄労働局によ

りなされた確認結果等を利用するものである。

ロ 事業所管轄労働局の行う事務

(ｲ) 事業所管轄労働局は、当該事業主の届出に際し、事業主管轄労働局より連絡を受けて、各事業

所それぞれの属性に係る事項について確認等を実施するとともに当該事業主の届出手続の際添付

される書類のうち、各事業所属性に係る次のものを管理する（１の(3)参照）

① 特定労働者派遣事業計画書

② 個人情報適正管理規程（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の10の(2)の

ハの(ｲ)から(ﾆ)までの内容が含まれていることが必要（第８の18参照）。）

③ 事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契
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約書の写し）

④ 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書

⑤ ①～④に付随する書類

(ﾛ) このため届出の手続に際し、事業主管轄労働局に対し、届出書及び(ｲ)の①～⑤の書類が提出

された場合においては、当該提出を受けた事業主管轄労働局は、その提出の都度、当該届出書の

写しを作成し、添付書類とともに連絡文を添えて当該事業所管轄労働局に送付する。

(ﾊ) なお、事業所の所在地が変更になった場合については、当該事業所管轄労働局において管理し

ていた(ｲ)の①～⑤の書類に連絡文を添えて新たな事業所の所在地を管轄する労働局に引き継

ぐ。
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の
で
あ
る
。

参
 考
 箇
 所

事
項
別
提
出
書
類
様
式
番
号

（
注
１
）
　
提
出
部
数
は
、
事
項
別
提
出
書
類
様
式
に
つ
い
て
は
、
正
本
一
通
、
写
し
二
通
、
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
正
本
一
通
、
写
し
一
通
で
あ
る
。

添  付  書  類

事 業 廃 止 届 出

届 　 出

変
 更
 の
 届
 出

個  人法  人
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様式第９号（第１面） （日本工業規格Ａ列４）
※ 届出受理番号

年　　月　　日※ 届出受理年月日

（ふりがな）
１氏名又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
　
　
　　厚　生　労　働　大　臣　　殿
　
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者

　　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第16条第１項の規定により下記
　のとおり届けます。
　　届出者（法人にあつては役員を含む。）は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
　に関する法律第６条各号（個人にあつては第１号から第５号まで）のいずれにも該当せず、同法第36条の規定により選
　任する派遣元責任者は、未成年者に該当せず、かつ、同法第６条第１号から第４号までのいずれにも該当しないことを
　誓約します。

特定労働者派遣事業届出書

印

〒（　　　　　　　）

氏　名(ふりがな) 役　名 住　所

３役員の氏名、役名及び住所（法人の場合）

代
表
者

２住　所
（　　　　　）　　　　－　　　　　　

印
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様式第９号(第２面) （日本工業規格Ａ列４）

　
4 特定労働者派遣事業を行う事業所に関する事項

①事業所の名称（ふりがな） ②事業所の所在地
〒(　　　　　　　　　　)

(　　　　　)　　　　　－　　　　　　
③派遣元責任者の氏名、職名及び住所

氏　名(ふりがな) 職　名 住　所 備考

④特定製造業務への労働者派遣の実施の有無

①事業所の名称（ふりがな） ②事業所の所在地
〒(　　　　　　　　　　)

(　　　　　)　　　　　－　　　　　　
③派遣元責任者の氏名、職名及び住所

　　　　 有 　　　　　　　　　　　　　　　無

※ 
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③派遣元責任者の氏名、職名及び住所

氏　名(ふりがな) 職　名 住　所 備考

④特定製造業務への労働者派遣の実施の有無

5 事業開始予定年月日

備考

年　　　月　　　日

　　　　 有 　　　　　　　　　　　　　　　無

※ 
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（日本工業規格Ａ列４）

様式第９号（第３面）

記載要領

１ ※印欄には、記載しないこと。

２ 第１面上方の届出者欄には、氏名（法人にあつてはその名称及び代表者の氏名）を記名押

印又は署名のいずれかにより記載すること。

３ ４欄には、届出者が特定労働者派遣事業を行おうとする事業所を全て記載すること。

４ ４欄の④は、該当する文字を○で囲むこと。なお、「有」の場合には、製造業務専門派遣

元責任者として選任する者について、４欄の③「備考」欄に○印を記載すること。

５ 備考欄に、特定労働者派遣事業の届出に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載するこ

と。

６ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行

規則第11条第４項の規定により添付書類を省略する場合には、備考欄にその旨を記載するこ

と。

７ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行

規則第11条第５項の規定により添付書類を省略する場合には、備考欄にその旨及び選任する

派遣元責任者が現在派遣元責任者として選任されている事業所の名称を記載すること。

８ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。



様式第10号（第１面） （日本工業規格Ａ列４）

1 届出受理番号

（ふりがな）

3 氏名又は名称 

〒（　　　  　  　　　）

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　
（ふりがな）

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　　月　　　日

　　厚　生　労　働　大　臣　　殿

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者

　
　　１　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第19条第１項の規定
　　　により下記のとおり届けます。
　　２　届出者（法人にあつては役員を含む。）は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
　　　件の整備等に関する法律第６条各号（個人にあつては第１号から第５号まで）のいずれにも該当しないこと
　　　を誓約します。
　　３　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第36条の規定により
　　　選任する派遣元責任者は、未成年者に該当せず、かつ、同法第６条第１号から第４号までのいずれにも該当
　　　しないことを誓約します。

２ 届出受理年月日 年     　 月 　     日

特定労働者派遣事業変更届出書

住所4

印

（ふりがな）

5 代表者の氏名
（法人の場合）
（ふりがな）

6 事業所の名称

〒（　　　  　  　　　）

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　
※

8 変 更 の 内 容

変更年月日

（ふりがな）

① 氏名又は名称

〒（　　　　　　　） 〒（　　　　　　　）

（ふりがな）

③ 代表者の氏名（法人の場合）
(ふりがな) (ふりがな)

氏 名 氏 名

事業所の所在地

年　 月　 日

住 所

7

② 住　所

年　 月 　日

変　更　前

年　 月 　日

年　 月 　日

（       ）      － （       ）      － 

④ 役員の氏名及び住所（法人の場合）

変更に係る事項 変　更　後

住 所

印
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様式第10号（第２面） （日本工業規格Ａ列４）

（ふりがな）

⑤ 事業所の名称

〒（　　　　　　　） 〒（　　　　　　　）

(ふりがな) (ふりがな)

氏 名 氏 名

⑨　特定労働者派遣事業を行う事業所の新設
（ふりがな）

イ　事業所の名称

〒（　　　　　　　）

ハ 派遣元責任者の氏名、職名及び住所

ニ　特定製造業務への労働者派遣の実施の有無

ホ　事業開始年月日

⑩　特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止
（ふりがな）

イ　事業所の名称

〒（　　　　　　　）

ハ　廃止年月日

ニ　備考

⑦ 派遣元責任者の氏名及び住所

⑥ 事業所の所在地

※

職　名

ロ　事業所の所在地

年　　　月　　　日

開始年月日

氏　名（ふりがな）

終了年月日

特定製造業務への労
働者派遣

（　　　　　）　　　 　　－　　　　　　

年　　　月　　　日

年　 月 　日

年　 月 　日

年　 月 　日

年　　　月　　　日

（       ）      － 

（　　　　　）　　　 　　－　　　　　　

住 所 住 所

（       ）      － 

有 　　　　　　　　　　　　　　　無

年　　　月　　　日

※

備考

⑧

ロ　事業所の所在地

住　所
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様式第10号（第３面） （日本工業規格Ａ列４）

9　労働者派遣事業の実施の状況 ①　許可番号

③　事業所の所在地

備　　　考

一般　　　特定

一般　　　特定

一般　　　特定

一般　　　特定

一般　　　特定

一般　　　特定

一般　　　特定

②　事業所の名称（ふりがな） ④　区　分

- 132 -



- 133 -

（日本工業規格Ａ列４）

様式第10号（第４面）

記載要領

１ ※印欄には、記載しないこと。

２ 第１面上方の届出者欄には、氏名（法人にあつてはその名称及び代表者の氏名）を記名押

印又は署名のいずれかにより記載すること。

３ ３欄から７欄までには８欄の「変更前」の事項と同一の事項を記載すること。

４ ８欄には、変更に係る事項のみを記載すること。

５ ８欄の③の事項又は④の氏名に係る変更の届出をしようとする場合を除き、第１面上方の

２の全文を、８欄の⑦の氏名に係る変更の届出及び⑨の事項に係る変更の届出をしようとす

る場合を除き、第１面上方の３の全文を抹消すること。

６ ８欄の④から⑧までのいずれかの事項に係る変更の届出をしようとする場合には、９欄に

は記載しないこと。

７ ８欄の①から④まで並びに⑨及び⑩に係る変更の届出をしようとする場合には、６欄及び

７欄には記載しないこと。

８ ８欄の⑨ニは、該当する文字を○で囲むこと。なお、「有」の場合には、製造業務専門派

遣元責任者として選任する者について、８欄の⑨ハ「備考」欄に○印を記載すること。

９ ８欄の⑨の事項に係る変更の届出をしようとする場合には、備考欄に特定労働者派遣事業

を行う事業所の新設に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。

10 ８欄の⑩の事項に係る変更の届出をしようとする場合には、備考欄には、事業所を廃止し

た理由を具体的に記載すること。

11 ９欄には、当該事業主が労働者派遣事業を行つている事業所について記載し、④欄は、一

般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業の区分に従い、労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第５条第１項の許可を受け、又は第16条

第１項の届出書を提出して労働者派遣事業を行つている事業所について該当する文字を○で

囲むこと。①欄は一般労働者派遣事業を行つている場合に記載すること。

12 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行

規則第14条第２項又は第３項の規定により添付書類を省略する場合は、備考欄にその旨及び

変更後の派遣元責任者が当該変更前に派遣元責任者として選任されていた事業所の名称を記

載すること。

13 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。


